
【図表11】 契約当事者の年代別の
苦情相談上位５商品・サービス

【図表８】 県内消費生活センターに対する年代別苦情相
談件数の推移

※年齢不明を除く

出典：栃木県消費生活センター出典：栃木県消費生活センター

令和７年度に第２期「栃木県消費者基本計画」が終期を迎えるため、社会環境の変化や新たな課題等に対応した第３期
計画を策定するもの

趣 旨

消費者の利益の擁護及び増進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、県民の消費生活の安定及び向
上を確保する

目 的

「消費者の権利尊重」 「消費者の自立支援」基本理念

• 栃木県消費生活条例第５条の３に基づく「消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な計画」
• 消費者教育推進法第10条に基づく「栃木県消費者教育推進計画」

位置付け

令和８（2026）～12（2030）年度期 間

１ 計画策定の基本的な考え方

社会環境の変化

• 高齢化の進行、デジタル化の進展
• 成年年齢の引下げと消費生活の複雑化・多様化
• 持続可能な社会の実現に向けた機運の高まり

（SDGs、エシカル消費、カスハラ）
• 自然災害の激甚化、新たな感染症等

本県の現状

• Ｒ６年度県内消費生活苦情件数は15,271件
• 60歳以上は全体の43.5％で3年連続増加中
• SNSに関連するトラブル・苦情が急増
• 県政世論調査・こどもモニターアンケートの結果

２ 消費生活を取り巻く現状・課題

消費者行政の動向

• 消費者庁がR7.3月に消費者基本計画を策定
• 市町消費生活センター相談受付割合の増

【図表４】 SNSをきっかけとした金銭トラブルの相談件数
及び支払合計額の推移（栃木県）

【図表１】 年齢３区分人口の推移と将来推計（栃木県）

出典：栃木県消費生活センター出典：総務省、国立社会保障・人口問題研究所
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栃木県消費者基本計画（栃木県消費者教育推進計画）【第3期】素案（概要）



基本方針

Ⅰ 消費者力の向上
Ⅱ 消費者被害の未然防止と解決に向けた

取組の強化
Ⅲ 消費生活における安全・安心の確保

第３期計画において強化する取組

• 金融・デジタルリテラシー、カスハラ等を含
む消費者教育の拡充

• デジタルツール等による情報発信
• 見守り体制の構築
• 消費生活相談体制の強化

（DX、相談員の確保）
• 緊急時における消費生活の安定対策

３ 消費者施策の基本方針と取組の方向

４ 関係機関との連携

行政機関/関係団体との連携

• 国、他県、市町との連携
• 消費者団体、事業者団体との連携

目標年
〔R12・2030〕

基準年
〔R6・2024〕評価指標

18,000人16,500人消費生活に関する出前講座の参加人数基本方針Ⅰ

R7.9月実施のアンケート結果から算出消費生活センターの認知度

16市町10市町市町の消費者安全確保地域協議会設置数基本方針Ⅱ

100％99％消費生活相談員の研修参加率

減少
R7.9月実施のアン
ケート結果から算出

過去1年間に消費者トラブルを経験した県
民の割合

基本方針Ⅲ

５ 計画の推進体制と進行管理

推進体制/進行管理

• 庁内関係各課室との連携
• 栃木県消費生活安定対策審議会

への報告・意見聴取・取組への反映
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2

1

2

3

1

2

3

取引・表示の適正化

事業者指導員の配置、事業者への巡回啓発 等

緊急時における消費生活の安心の確保

緊急時における生活関連物資の供給確保・価格安定 、県民等に対する情報提供 等

消費生活相談体制の充実

研修やDXによる体制強化、市町支援、 消費生活相談員の確保・育成 等

基本方針Ⅲ 消費生活における安全・安心の確保

商品・サービスの安全性の確保

事業者の監視、定期的な立入検査の実施 等

基本方針Ⅱ 消費者被害の未然防止と解決に向けた取組の強化

消費者の特性に応じた情報発信

相談情報の分析に基づく取組、 デジタルツール等の多様な媒体を活用した情報発信 等

地域の多様な主体が連携した見守り体制の構築・強化

地域における中核的リーダーの育成、 見守り体制・ネットワーク の構築・強化 等

基本方針Ⅰ 消費者力の向上

ライフステージに応じた消費者力の向上

学校、地域、職域における消費者教育、担い手育成、 金融・デジタルリテラシー 向上 等

持続可能な社会の実現に向けた消費者行動の促進

エシカル消費、消費者志向経営の促進、 カスハラを生まない消費者意識の醸成 等


